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令和７年７月臨時議会 議案概要 担当課 企画政策課 種別 その他

議案番号 議案第７８号 議案名
財産の取得について（防災行政情報伝達システム戸

別受信機）

目 的

防災行政情報伝達システムの戸別受信機を購入するに当たり、財産の取得に

ついて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項及び琴浦町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16 年琴浦町

条例第 54 号)第２条の規定に基づき、議会の議決を得るもの。

内 容

現在運用している「防災行政無線設備」は、平成 22 年度の導入から 14 年が

経過しており、特に操作卓等には常に故障の懸念がある状況。機器及びシステ

ムの更新等が必要であるが、現在の仕組み（無線と光ケーブルによる伝達シス

テム）での更新には高額な経費を要することから、「携帯電話網を活用した情

報伝達システム」へ変更し、更新を行うこととした。

防災行政情報伝達システム導入業務について、プロポーザル審査を令和７年

７月１日に行い、審査結果により最優先交渉権者を決定した。

防災行政情報伝達システム戸別受信機は、この度整備する防災行政情報伝達

システムからの情報を受信するために必要な機器であり、防災行政情報伝達シ

ステム戸別受信機の購入業務を締結するにあたり、財産の取得について、議会

の議決を得るものである。

１ 取得財産 防災行政情報伝達システム戸別受信機 １，３７０台

２ 入札日 令和７年７月１８日

３ 契約金額 １５６，１５６，１１０円

４ 受注者 住所 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

氏名 ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店

鳥取支店長 田中 道雄

５ 納期限 令和８年３月１９日

６ 契約方法 １者特命随意契約

７ 購入業務内訳等

・戸別受信機 １，３７０台

〇想定している貸与先

７５歳以上のみの者で構成される世帯 1,313 世帯

視覚、聴覚障害者手帳１，２級所持者 44 人

・戸別受信機配布支援

・説明会の開催（住民・配信者向け説明会の実施）
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補足事項

【参考】

〇防災行政情報伝達システム導入業務について

「財産の取得について(防災行政情報伝達システム戸別受信機)」議決後、

随意契約する。

１ 業務名 防災行政情報伝達システム導入業務

２ 業務場所 東伯郡琴浦町地内

３ 業務完成期限 令和８年３月１９日

４ 請負金額 １５８，４４３，８９０円

５ 契約の方法 １者特命随意契約

６ 契約者 住所 鳥取県鳥取市湯所町２丁目２５８

氏名 ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店

鳥取支店長 田中 道雄

７ 主な業務内容

・防災行政情報伝達システム構築（アプリ構築含む）

・屋外拡声子局連携

・Jアラート機器連携
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令和７年７月臨時議会 議案概要 担当課 社会教育課 種別 その他

議案番号 議案第７９号 議案名
建設工事請負契約の締結について〔旧以西小学校改

修工事〕

目 的

令和７年７月１７日に執行した指名競争入札、旧以西小学校改修工事につ

いて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項及び琴浦町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16 年琴浦町条

例第 54 号)第２条の規定に基づき、議会の議決を得るもの。

内 容

１ 契約内容

(１) 工事名 旧以西小学校改修工事

(２) 工事場所 東伯郡琴浦町大字宮木 239-1

(３) 工事完成期限 令和８年３月 13 日

(４) 請負金額 一金 ８０，９６０，０００円（税込み）

(５) 契約の方法 指名競争入札

(６) 落札率 97.9％

(７) 契約者

ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 1840番地 1
イ 氏名 馬野建設株式会社

代表者 代表取締役社長 馬野 慎一郎

２ 工事概要

旧以西小学校１階部分を、以西地区のコミュニティ活動の拠点となる施設と

して改修するもの。

（１）建築工事 一式

（２）電気設備工事 一式

（３）機械設備工事 一式

補足事項
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